
別表１（第３条第４号関係）

対象事業

　

３ 平成30年度（2018年度）春のライトアップモデル事業費助成金に採択され継続して桜のライトアップを行う事
業

２ 令和元年度（2019年度）春のライトアップモデル事業費助成金に採択され継続して桜のライトアップを行う事
業

注１：照明のライトにより桜をライトアップするものをいう。
※木の枝等に電飾の機材を巻き付ける等によるイルミネーションや、街路灯設置によるライトアップ、提灯の
設置によるライトアップは除く。
注２：平成30年度（2018年度）、令和元年度（2019年度）の春のライトアップモデル事業と同内容またはそれ
以上の内容で事業実施するものに限る。
注３：照明器具に関しては、購入のみを助成対象とする。（リース、レンタル等の賃借料は助成対象外。ただ
し自己負担でのリース、レンタル等は可能。）
注４：本事業は、ライトアップに係る経費を助成するものであり、イベント等を併催する場合もイベント等の
経費は助成しない。
注５：自己負担で提灯を設置することは可能であるが、照明のライトがメインとなるように配慮すること。

１ 今年度新規で桜のライトアップを行う事業

注１：照明のライトにより桜をライトアップするものをいう。
※木の枝等に電飾の機材を巻き付ける等によるイルミネーションや、街路灯設置によるライトアップ、提灯の
設置によるライトアップは除く。
注２：実施する場所は、適切な暗さが確保され、ライトアップが映えるような場所を選定すること。
注３：対象となる桜は、恒常的に設置されているものに限る。
注４：照明器具に関しては、購入のみを助成対象とする。（リース、レンタル等の賃借料は助成対象外。ただ
し自己負担でのリース、レンタル等は可能。）
注５：本事業は、ライトアップに係る経費を助成するものであり、イベント等を併催する場合もイベント等の
経費は助成しない。
注６：自己負担で提灯を設置することは可能であるが、照明のライトがメインとなるように配慮すること。
注７：ライトアップの光源配置や照明器具等において、照明デザイナーを活用すること。照明デザイナーと
は、過去に光源配置や照明器具選定等のライトアップに係る業務実績を有するものをいう。
注８：新規事業のほか、過去に実施している事業に加える新たな内容。ただし、単純な機材の更新は除く。

注１：照明のライトにより桜をライトアップするものをいう。
※木の枝等に電飾の機材を巻き付ける等によるイルミネーションや、街路灯設置によるライトアップ、提灯の
設置によるライトアップは除く。
注２：令和元年度(2019年度）春のライトアップモデル事業と同内容またはそれ以上の内容で事業実施するもの
に限る。
注３：照明器具に関しては、購入のみを助成対象とする。（リース、レンタル等の賃借料は助成対象外。ただ
し自己負担でのリース、レンタル等は可能。）
注４：本事業は、ライトアップに係る経費を助成するものであり、イベント等を併催する場合もイベント等の
経費は助成しない。
注５：自己負担で提灯を設置することは可能であるが、照明のライトがメインとなるように配慮すること。

注１：令和元年度（2019年度）と同一の事業内容で申請された場合に限り、書類審査により、令和元年度の条
件を引き継ぐものとし、同様の支援を行う。（令和元年度と令和2年度の２か年で１年とみなす。）
※「同一の事業内容」とは、企画書の内容（デザインや機材の内容等）及び経費別明細の項目、金額が同一で
ある
ことを言う。
注２：令和元年度（2019年度）において支払った経費（機材購入費等）は助成対象外とする。
注３：令和元年度を上回る内容での申請により、経費が増加した場合でも、増加分は助成対象とならない。

４　令和元年度（2019年度）に新規事業または継続事業として採択され、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止のため、春のライトアップモデル事業費助成金交付要綱第１２条により廃止が財団により承認された事業
（以下、特例事業という。）



助成金の交付申請に当たっては、次に掲げる全ての要件を満たしていること。

助成金の交付申請に当たっては、次に掲げる全ての要件を満たしていること。

(5) 来場者へのアンケート調査や来場者数の測定など、ライトアップによる、効果等の測定を行い、その結果
を観光財団へ報告すること。（ただし、調査に伴う経費は助成対象外）また、東京都、観光財団が必要に応じ
て実施する効果測定等に協力できること。

【平成30年度・令和元年度春のライトアップモデル事業費助成金に採択され継続して桜のライトアップを行う
事業及び特例事業】の場合

(2) ライトアップの実施について、道路、公園、河川沿い等の占用にあたり、都又は区市町村等の共催又は後
援が必要な場合は、当該共催又は後援が取れていること（又は取れる見込みであること）。

(1)ライトアップを行う道路、公園、河川沿い等について、当該管理者との事前の調整等を行い、ライトアップ
の実施について占用許可など必要な許可等が取れていること（又は取れる見込みであること）。 ※区市町村か
らの推薦書の提出が必要

【今年度新規に桜のライトアップを行う事業】の場合

(8) ライトアップの安全・防犯対策を行い、事故等のないよう管理を十分に行うこと。

(4) ライトアップに使用する光源は、ＬＥＤを活用するなどにより省エネに配慮すること。

(3) 補助を得て実施する事業については、主催は、当該申請団体であること。
　 （不可な例：観光協会や指定管理者が申請者であるが、主催が区市町村名となっている場合）

(7) ライトアップのデザインは、他の特許、意匠等の知的財産権を侵害するものでないこと。

(6)交付決定後、月1度を目途に財団に事業の進捗状況について報告できること。

(4) 来場者へのアンケート調査や来場者数の測定など、ライトアップによる、効果等の測定を行い、その 結果
を観光財団へ報告すること。（ただし、調査に伴う経費は助成対象外）また、東京都、観光財団が必要に応じ
て実施する効果測定等に協力できること。

(5） ライトアップの光源配置や照明器具等において、原則、照明デザイナーを活用すること。照明デザイナー
とは、過去に光源配置や照明器具選定等のライトアップに係る業務実績を有するものをいう。昨年度と同規
模・同内容で実施の場合は照明デザイナーの活用を必須としない。

(9) 法律その他法令等に違反する内容を含む事業でないこと。

(9) 法律その他法令等に違反する内容を含む事業でないこと。

(8) 昨年度実施の際に受けた照明デザイナーからの指導・意見を踏襲した内容で実施すること。

(1)ライトアップを行う道路、公園、河川沿い等について、当該管理者との事前の調整等を行い、ライトアップ
の実施について占用許可など必要な許可等が取れていること（又は取れる見込みであること）。 ※区市町村か
らの推薦書の提出が必要

(2) ライトアップの実施について、道路、公園、河川沿い等の占用にあたり、都又は区市町村等の共催又は後
援が必要な場合は、当該共催又は後援が取れていること（又は取れる見込みであること）。

(3) ライトアップに使用する光源は、ＬＥＤを活用するなどにより省エネに配慮すること。

(6) ライトアップのデザインは、他の特許、意匠等の知的財産権を侵害するものでないこと。

(7) ライトアップの安全・防犯対策を行い、事故等のないよう管理を十分に行うこと。



別表２（第４条第１項関係）

１　ライトアップモデル事業の助成対象経費

摘　　　　　要

日用品類、賃借料（リース等）は除く。

ライトアップのデザインに要する経費、
警備等も含む。

電気工事費、取付工事費等

事業実施に必要なもののみ

ライトアップの実施に必要なもののみ

　

経常的な経費（ホームページの更新等）
は除く。

ライトアップ実施にあたっての、参加者
に対する賠償責任・傷害保険等

（参考）ライトアップモデル事業の助成対象外とする経費の例

摘　　　　　要

固定経費、経常的経費

中止に伴い発生する出演料や会場のキャ
ンセル料等

儀礼的経費、振込手数料等

動産の保険、イベント中止保険

使用実績のないもの

助成事業に直接必要のない経費

事業周知に要する経費

区　　　　　　　　　　分

助成事業者の人件費

施設設備等の維持管理に係る経費

金券等購入費

＊１百万円以上の経費については、３社以上の業者からの見積書を取得し、適正な価格の業者を選定する
こと。

＊「事業周知に要する経費」の助成金額は、全体の助成金額の１割以内とする。

工事費

区　　　　　　　　　　分

会場設営及び運営委託に要する経費

電気代

公園等の借用に係る占用料又は賃借料

機材・設備・備品の購入費

＊事業の実施に伴う収入があり、助成を受けることによって収益が生ずる場合は、助成金の額から収益相
当額を控除する。

＊上記の他、ライトアップに必要な経費（その他諸経費）については、審査の上、交付対象とする。

＊春の桜を活用した一時的なライトアップに要する経費を助成対象経費とし、年間を通じた常設のライト
アップに係る経費（常設用機材の設置工事費等）は助成対象外とする。

消耗品の購入費

賠償責任・傷害保険等に係る経費



別表３（第５条関係）

対象事業１の２における助成金の額

１　ライトアップ実施に係る機材・設備・備品の購入費は、助成率１０分の１０（1千円未満の端数は切り捨て) 

２　上記以外の助成対象経費については、助成率２分の１（1千円未満の端数は切り捨て）

1団体当たり、３００万円

助成率

助成限度額



別表４（第５条関係）

対象事業１の３における助成金の額

１　ライトアップ実施に係る機材・設備・備品の購入費は、助成率１０分の１０（1千円未満の端数は切り捨て) 

２　上記以外の助成対象経費については、助成率３分の１（1千円未満の端数は切り捨て）

1団体当たり、２００万円

助成率

助成限度額



別表５（第５条関係）

対象事業１の４における助成金の額

令和元年度（２０１９年度）の交付決定額を助成限度額とする。

助成率

助成限度額

令和元年度（２０１９年度）と同一の申請内容であれば、助成率は令和元年度（２０１９年度）と同
一の取り扱いとする。


